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川口市マンションコミュニティ連絡協議会の活動

快適なマンショライフを目指して頂くために
川口市の約25％は分譲マンションに１５万人が暮らす中で、日々のトラブル解決するための情報を
掴んでよりよいマンションライフを送るのためにも私たち協議会では「安心・安全・快適なマンションラ
イフ」に役立てて頂くためのセミナーやフォーラムといった、新しい情報等の発信、また、参加者による
問題等の情報交換会、皆様への広報誌（協議会だより）及びホームページを作成し情報提供を行って
おります。

《令和８年のスケジュール》予定 令和８年１月～８年６月

   ◇ １月１８日（日）１４時～ マンションフォーラム
  『マンション管理改正法の解説とテーマ別の情報交換と相談会』

◇ ２月２８日（土）１８時～ 情報交換会

◇ ４月１８日（土）１８時～ 情報交換会
◇ ６月２０日（土）１８時～ 情報交換会
注.ベランダ菜園中止：プランター栽培の講師の出来る方を募集中

令和8年マンションフォーラムの紹介
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今回のマンションフォーラムは埼玉県マンション管理士会川口支部
とのコラボにて実施します。その内容は以下の通りです。

開  催  日：令和８年１月１８日（日）１４時~
場 所 ：パートナーステーション第１・2・3会議室（キュポラＭ４階）
開催内容 ：第１部「ミニセミナー」

第２部「マンション管理士と共にテーマ別のグループ相談
会」
定 員 ：３０名（定員になり次第受付終了）

参加申込 ：令和７年１２月２５日（木）から受付開始
受付開始 :１３：３０分（着座グループ識別名札配付）テーマ別による

グループ別の着座指定
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前半後半と分けて2部構成で、前半（第1部）は川口市マンションコミュニティ連絡協議会によるミニセミナー「マ
ンション管理の円滑化のための改正法の解説」（約45分）・・・解説：川口市マンションコミュニティ連絡協議会
塩津 富久郎
前半（第1部）はこの協議会だより3頁に掲載の改正法の内容をより詳しく解説致します。ポイントを押さえて下
さい。重要案件が総会出席者のための法に変わります。
後半（第2部）は埼玉県マンション管理士会川口支部の管理士の方によるテーマ別の相談会（意見・情報等
の交換）とします。グループ別の５個のテーマ、A管理組合・理事会運営について、B管理費・修繕積立金・長
期修繕計画について、C大規模修繕計画について、D管理会社について、E規約・トラブル関係についてそれ
ぞれのテーマに基づきグループ分けを行い、参加申込を受け付けます。申込数に応じて５グループを編成し、
参加者から具体的な相談を伺います。その後、各参加者から問題点や意見・情報を共有・交換し、グループ全
員で解決策を考える形式で進めます。この様な内容で開催致しますので、テーマ別の人数に偏りが生じた場
合は、第２希望のテーマにご参加いただくことがあります。参加者の問題や意見・情報をお聞きするため、定員
（予約制）は３０名として定員になり次第受付を終了といたすます。なお、各申込時にテーマごとのグループ分
けを行い、受付時に名札をお渡しします。その名札に基づき指定の席にご着席ください。
※申込及び受付手順（定員・受付け終了時はホームページのトップ頁へ受付終了と表示致します。）
➀参加申込書（テーマ別に申し込む）FAX・メール・電話（必ず、テーマへ希望を①②を記入して下さい。
未記入の方については第１部のみの参加と致します。）
➁当日受付名簿にて受付
➂テーマ別のグループ用名札受理
➃グループ単位の席へ着座
➄定刻により開催
この冊子の別紙の申込書にテーマ内容に第１希望①、第２希望②を記入の上、お申し込みをして下さい。
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マンション管理の基本法ともいえる「区分所有法」が約２５年ぶりの大幅改正となり来春（令和８年４月
１日）からの施行となりました。これは、近年、マンションの建物自体の高経年化と区分所有者の高齢化と
いういわゆる「二つの老い」に直面し、更に社会経済活動のグローバル化による外国人区分所有者の問
題等、管理の複雑化と困難化が進んでいることへの対応策の一環ですが、改正の内容は建物の管理に
関する円滑化やマンション再生に関する円滑化（建物・敷地の一括売却、一棟リノベーション、建物の取
り壊し等）など多岐にわたりますので今回は多くの皆様に関係する区分所有建物の管理の円滑化等の内
容について、ポイントを抜粋してお知らせします。

＜従来の規定から変更された事項＞
集会の決議要件が区分所有権の処分を伴わない決議を対象に出席した

区分所有者及び議決権（委任状・議決権行使含む）の多数による決議に。
・従来、欠席者は反対票と同じ様にカウントされていたが今後は母数から
除外される。
＊決議要件が従来通りの事項・・普通決議事項（但し規約による）
＊決議要件が全区分所有者の３/４から出席者の３/４に変更される事項
  ①規約の設定・変更・廃止

  ②共用部分の変更（但し一定事由の場合は２/３）
  ・更に規約で過半数まで引き下げ可能

  ③義務違反者への専有部分の使用禁止、区分所有権の競売請求など
  ④管理組合法人による区分所有権の取得

＜新たに創設された主な規定＞
１，区分所有者の責務として、区分所有建物の管理に関する区分所有者相互の協力義務を明記。
２，所在等不明区分所有者を集会の決議の母数から除外
・管理者、他の区分所有者からの申請により裁判所が認定した所在等不明区分所有者を全ての決議の母数から除外
する制度を創設。

３，所有者不明専有部分管理人
・利害関係人の請求により裁判所が選任した管理人はその専有部分の管理及び処分（裁判所の許可を得ての売却）
が可能。

４，管理不全専有部分管理人及び管理不全共用部分管理人
・利害関係人の請求により裁判所から選任された管理人は当該専有部分又は共用部分を保存行為等の範囲内で管理
及び処分が可能。
・但し専有部分又は共用部分自体の売却には区分所有者の同意が必要。

 ５，共用部分と専有部分の一体管理時の手続きを明確化（配管全面更新等）
・規約に特別の定めをすることにより、集会の決議で共用部分と専有部分の保存・改良行為を一体として行うことが可
能であることを規定。

６，共用部分に係る損害賠償請求権等の行使の円滑化
・管理者が元区分所有者を含む請求権を有する者を代理して請求権を行使し、訴訟追行が可能であることを明確化。

 ７，国内管理人
・区分所有者が国内に住所等を有しない場合に選任可能。
・国内管理人の権限・・保存行為、議決権の行使、管理費等の支払い等
＊任意規定であるが規約において選任の義務付けを前提にしている。

８，管理組合法人による区分所有権の取得が可能であることの明確化
・集会の３/４以上の決議により当該建物の区分所有権又は当該建物の土地と一体として管理又は使用する土地を取
得することができることを規定。

上記は改正の一部ですが、今回の区分所有法の改正で見落としがちで重要なことは附則において、新法の施行日
（４月１日）以降は総会の決議要件など新法で変更されたものは新法が適用され、従来の規約はすべて無効となると
されていることです。従って、できる限り来年の４月までに、若しくは遅くも総会開催前までに管理規約の改正を行い、
法的に無効となった管理規約のまま総会を開催することのないように十分な留意が必要です。既に、国交省より今回
の法改正に対応した標準管理規約が発表されていますので、それらを参考に早速、規約改正の検討を進めて頂きた
いと思います。
附則第2条３項

 この法律の施行の際現に効力を有する旧区分所有法の規定による規約で定められた事項で新区分所有法に抵触する
ものは、施行日からその効力を失う。（令和８年４月１日施行）

１，主な滞納の原因
 ①経済的理由・失業、病気、年金額の実質的な目減り等
 ②区分所有者の所在不明(空室化・連絡取れない)
 ③区分所有者の死亡（独居高齢者・相続人なし）
 ④認知機能低下による支払い忘れ（独居高齢者）
２，管理会社の役割
 ①管理会社の役割は滞納金の回収業務ではなくあくま
でも督促業務のみ。管理会社の滞納金回収業務は弁
護士法違反の可能性大）

②毎月収支状況報告書にて滞納状況を管理組合に報告。
③滞納者に〇カ月の間、電話・自宅訪問・督促状の送付
等を行う。

 ・支払いがなくても〇カ月で督促業務は終了・・〇カ月
は委託契約による。

 ・その後は管理組合の責任にて回収することとなる。
３，管理組合の対応
＊面倒なことはしたくない・・何もしないのが最悪
（５年で消滅時効）

・特に1年任期の輪番制の管理組合は要注意。
（1）経済的理由による滞納者
・従来の傾向→個々の実情に沿った対応を→理事長面
談、役員が訪問回収。
・最近の傾向→マニュアル対応型に→管理会社の〇カ月
間の督促を前提に「法的措置を予告した配達証明付き
内容証明郵便」の送付→法的対応へ。
（従来型の滞納者対応の効果の限界と役員の心労過多）
・マニュアル型対応には規約（管理費等の徴収）の「～で
きる」規定→「～とする」規定への変更が有効。（必要
に応じて専門家への相談を）
・ただし、滞納者の個人情報・プライバシー保護は重要
（情報は役員のみに）
・滞納者に対する弁護士不要の一般的な法的対応
＊支払い督促 →書類申請のみで簡易裁判所から支払

 い命令書が送付
＊少額訴訟（６０万円以下）→簡易裁判所にて１回の審議
で即日判決

＊上記の対応で回収できない場合→５９条競売の検討
   （弁護士に依頼）
（2）区分所有者の所在不明
・住民票等の確認でも不明の場合、R8.４月からは家庭
裁判所に「所在者不明専有部分管理人」の選任依頼が
可能に。
・管理人（弁護士）が各種調査後、最終的には競売による
専有部分の売却を行い滞納金を清算。
・余剰金が出た場合は本人のために「供託」される。
（3）区分所有者の死亡（相続放棄など相続人無しの場合）
・登記簿にて当該専有部分の抵当権設定の有無を確認。
①抵当権設定されている場合→抵当権者の競売を待
つことも。

②抵当権設定がない場合→家庭裁判所に（2）と
同様の「所在者不明専有部分管理人」の選任
依頼→以降（2）と同じ。

③相続人のいない人の財産は債務弁済後の余剰金は
国庫に帰属する。

管理組合の滞納問題への対応
現在でも多くの管理組合を悩ませている滞納問題は今後も続くとされるインフレ等の経済状況から更なる増
加が懸念されており、管理組合にとってこの滞納問題への対応は避けられない重要課題の一つです。

区分所有法改正についてのポイント

 ④認知機能低下による支払い忘れなど（独居高齢者）
・親族に相談し状況により「成年後見人の選任依頼」等
をお願いする。
・施設入居の区分所有者が滞納→親族、地域包括セン
ターなどに確認

４，管理組合の管理費・修繕積立金への請求権は
法的に非常に強い！
管理組合が適切な対応を行えば滞納はほとんど回収可能。
（1）区分所有法８条（特定承継人の責任）
・「新区分所有者は旧区分所有者の組合への債務を継承す
る」という法律。マンション特有の法律でこの効果は絶大
→ほとんどの場合回収できる。
・空き家が増えると管理費・修繕積立金が不足し管理が
できなくなる→×
（空き家かどうかに無関係に区分所有者に管理費等の支
払い義務がある）

・自己破産されると滞納金が回収できなくなる→×
（破産管財人の専有部分の競売による新区分所有者に清
算してもらえる）

(２) 区分所有法５９条（区分所有権の競売の請求）
・滞納金額について様々な対応をしても回収できない場合
（特に専有部分に抵当権が設定されている等）、総会の特
別決議により滞納者の専有部分を強制的に競売にかけ
ることができるとする法律。
（名目は滞納金回収ではなく義務違反者としての区分所有関
係の解消）

ただし、管理費・修繕積立金とも５年で消滅時効が完成。
・滞納開始時からいくら督促していても５年過ぎたら滞納
者の支払い義務がなくなるという法律（注）。
・従って滞納発生時から５年以内には法的措置を行っても
回収しなければならない。・・これを怠り管理組合の請求
権が消滅した場合、理事長・役員が善管注意義務違反で
組合員から訴えられる可能性も。

（注）時効について・・５年過ぎても請求は可能だが時効を主張さ
れたら、こちらの請求権も相手の支払い義務もなくなるとい
うこと。

５，滞納問題に必要な管理規約について
・滞納問題には管理規約の定めが重要・・規約の規定は
法的効力を持つ。
（標準管理規約６０条（管理費等の徴収）を参照のこと）

・規約に定めることで遅延損害金（年14.6％が多い）、弁護
士費用、その他諸費用も全て滞納者に請求が可能となる
→規約にないと制限がかかる。
・規約に定めることで裁判の追行も理事会の決議で可能と
なる（但し、特別決議の５９条競売は対象外）→規約にな
いと都度、総会決議
が必要となる。

令和８年４月１日施行

大変です！
「区分所有者」は知っている？

規約の改正は大丈夫？

総会決議の条件緩和
（特別決議も決りやすい）

出席者の票に重み
欠席者（票換算せず決定権無し）
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